
被災者に関する一部負担金の
特例処置について

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による

被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

（その１～その4）より

平成23年3月24日現在



特例処置の対象者

 対象者の要件
 第一条件を満たし、第二条件のいずれかに該当する場合

 第一条件
 災害救助法の適用市町村（東京都を除く。）に住所を有する被保険者及び被扶養

者あること。
 地震の発生以後、適用市町村から他の市町村に転入した方含む

 第二条件
 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
 主たる生計維持者の行方が不明である方
 主たる生計維持者の行方が不明である旨

 ５月末日までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間

 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
 福島第一原子力発電所から半径２０km 圏内の住民方
 福島第一原子力発電所から半径２０km 以上３０km 圏内の

　　住民の方で屋内待避の指示が出されている方
 福島第二原子力発電所から半径１０km 圏内の住民の方

５月末日までのうち、
当該指示が解除され
るまでの間



一部負担金等の支払猶予（５月末まで）対象地域
2011.3.23 現在 日本医師会作成



猶予の種類と適用期間

猶予期間
5月までの診療分及び調剤分の一部負担金

等について､5月末日まで徴収を猶予。
猶予される項目

一部負担金
食事療養標準負担額
生活療養標準負担額
保険外併用療養費に係る自己負担額
訪問看護療養費に係る自己負担額
家族療養費に係る自己負担額
家族訪問看護療養費に係る自己負担額



診療報酬請求について

猶予した場合は、患者負担分を含めて10割を審
査支払機関等へ請求する。
請求の具体的な手続き（レセプトの記載要領等）につ

いては、後日通知が発出される。

保険医療機関等が猶予した一部負担金等につ
いて
社会保険（高齢受給者 含）

各保険者において減免・猶予等の依頼を厚生労働省保険
局より行う予定。

国民健康保険（高齢受給者 含）および後期高齢者
猶予された一部負担金については､被保険者からの申請

を待つことなく保険者の判断により免除。



被災者の診療について

医療機関における確認事項等
被保険者証等が提示できる場合

前述の第一および第二条件を、内容を診療録の備考欄に
簡潔に記録しておく。

被保険者証等が提示できない場合の確認事項
社保

氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡
先

国保および後期高齢者
氏名、生年月日、住所及び連絡先（国民健康保険の被保険者に

ついては、これらに加えて組合名）

確認した内容は診療録に記録しておく。
申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し

内容の確認が行われることがある旨を患者さんに案内が
必要



介護報酬の請求について

介護報酬の猶予に関する対象者および猶予期間は診
療報酬に同じ（２～４ページ参照）。

利用料等を猶予した場合は、利用料を含めて10 割を審
査支払機関等へ請求すること。

 請求の具体的な手続きについては、追って連絡の予定
。

被災のため居宅サービス､施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者
については､介護保険法第50条または第60条に基づき､市町村の判断により利用者負
担を減免できます｡
また､被災のため第1号保険料の納付が困難な者については､介護保険法第142
条及び市町村の条例に基づき､保険料の減免又はその徴収を猶予することができます｡
なお､市町村によるこれらの利用者負担額､保険料減免額が一連以上となった場合､当
該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて　より

東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について　より



診療報酬請求について（参考）

a. 保険医療機関においては、可能な限り保険者等を特定すること。
b. 保険者等を特定した場合

 当該保険者等に係る保険者番号を診療報酬明細書（以下「明細書」という。）の所
定の欄に記載すること。
 被保険者証又は被保険者手帳の記号・番号が確認できた場合は、当該記号・番号を記

載
 当該記号・番号が確認できない場合は、明細書の欄外上部に赤字で　不詳　と記載す

ること。

c. 上記①の方法により保険者等を特定できないもの
 住所又は事業所名及び連絡先（確認している場合）について、明細書の欄外上部

に記載し、当該明細書については、国保連分、支払基金分それぞれについて別に
束ねて請求するものとすること。

d. 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７５条の２等の規定により一部負担
金の減免措置等を講じられた者について
 当該減免措置の対象となる明細書と減免措置の対象とならない明細書を別にして

請求すること。
 減免措置に係る明細書については、明細書の欄外上部に赤字で　災１　と記載す

るとともに、双方の明細書を２枚１組にし、別に束ねて提出すること。ただし、減免
措置に係る診療等とそれ以外の診療等を区分するのが困難な明細書については
、赤字で　災２　と記載すること。

平成23 年2月15日発：「新潟県各地における連日の大雪による被災に関する診療報酬の請求等の取扱いについて」より

※本内容は「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震」に対する記載要領では有り
ません。



診療報酬請求について（参考２）
平成23 年2月15日発：「新潟県各地における連日の大雪による被災に関する診療報酬の請求等の取扱いについて」より

a. 保険者等が特定できない場合の診療報酬請求書の記載方法について

 国保連分===>当該不明分につき診療報酬請求書を作成する

 支払基金分=>診療報酬請求書の備考欄に未確定分である旨を明示。

※本内容は「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震」に対する記載要領では有り
ません。



震災関連通知の情報入手先

日本医師会
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html

本内容は平成２３年３月２４日時点の情報です。

情報は日々更新されます。下記のWebサイト等から
最新の情報を入手してください
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